
適性診断受診料助成金交付要綱 

 

（公社）秋田県トラック協会 

 

（目的） 

第１条 本要綱は、秋田県トラック協会（以下「秋ト協」という）の会員事業所

のドライバー等が、交通事故の未然防止のため自動車事故対策機構が実

施する適性診断を受診する場合に、その診断料を助成し、交通安全に寄

与することを目的とする。 

 

（対象者） 

第２条 助成の対象は、会員事業所に勤務する運転者、従業員等とする。 

 

（診断の種類と助成額） 

第３条 助成の対象とする診断と助成金額は次の通りとする。 

一般適性診断  ２，３００円 

初任・適齢診断 ４，７００円 

 

（実施期間） 

第４条 事業の実施期間として、平成２８年４月１日から平成２９年２月末日ま

でとする。 

 

（受診者数の制限） 

第５条 受診者数について、行政指導等を考慮し次の算式により求められた人員

を年度内の上限として助成する。 

 《算式》 

    一般診断  算定対象台数 ÷ ３ = 上限受診者数（端数切り上げ） 

    初任・適齢 算定対象台数 ÷ ５ = 上限受診者数（端数切り上げ） 

    算定対象台数は、前年度１０月１日の秋田運輸支局企画輸送課のデ 

ータをもとに算出する。 

  ２．事業実施期間でも、予算額に達した場合は終了とする。 

 

（助成方法） 

第６条 助成方法として、利用券方式とし、年度当初に会員別に前条の計算式に

基づき利用券を配布する。 

  ２．適性診断受診の際に、支部設置機器の場合は利用券を秋ト協担当者 



へ提出する。個別会社のＮＡＳＶＡネット契約の場合は、受診終了 

後遅滞なく自動車事故対策機構へ送付する。自動車事故対策機構秋 

田支所で受診の場合は、窓口で職員へ手交する。 

３．利用券について、券面記載の金額について秋ト協は自動車事故対策 

機構の請求に基づき受診料の支払いを行う。 

  ４．利用券は他社または第三者への譲渡を禁止とする。 

 

（助成方法の例外） 

第７条 何らかの理由により前条の利用券方式がとれない場合は、例外として従

来の申請書方式とし、会員は自動車事故対策機構に受診料を支払い、そ

の領収書の写しを添え、適性診断実績報告書（適性診断受診料助成金請

求書）」により秋田県トラック協会へ請求するものとする。 

  ２．提出された書類は、速やかに精査し、適正と認められる場合は当該 

会員に助成金を交付する。 

３．この例外の取り扱いについては、秋ト協へ事前に連絡し打合せのう 

え進めなければならない。 

 

（貸出し機器等による適性診断） 

第８条 自動車事故対策機構の貸出し機器による受診、さらにナスバネット利用

による受診の実績も助成の対象とし、第５条の上限内の助成とする。 

 

《附則》 

１. この要綱は平成１９年４月１日から適用する。 

２. 平成２０年５月１６日改正、同年４月１日から実施する。 

３. 平成２１年５月１４日改正、同年４月１日から実施する。 

４. 平成２２年５月２０日改正、同年４月１日から実施する。 

５. 平成２３年５月２４日改正、同年４月１日から実施する。 

６. 平成２４年５月２３日改正、同年４月１日から実施する。 

７. 平成２５年５月２９日改正、同年４月１日から実施する。 

８. 平成２６年５月２２日改正、同年４月１日から実施する。 

９. 平成２７年５月２５日改正、同年４月１日から実施する。 

10. 平成２８年５月２５日改正、同年４月１日から実施する。 

 


